
国⽴健康危機管理研究機構（JIHS）
国⽴感染症研究所⾼度安全封じ込め（BSL4）施設の

現況と感染症危機対応の取り組み

第10回感染症研究拠点の形成に関する検討委員会
令和8年３⽉26⽇

国⽴健康危機管理研究機構
国⽴感染症研究所

感染症研究拠点の形成に関する検討委員会（第 1 0 回） 

（令和８年３月 26 日）
資料３ 



国際情勢の変化によるリスクの増加
• 国際⼈流・経済活動の増加

→ インバウンド⼈⼝の増加
• 世界情勢・安全保障の急速な変化

→ ⼈為的な⽣物災害・バイオテロ
• 予期しない感染症の再流⾏（⿇疹等）
• 天然痘に対する免疫空⽩

新興・再興感染症による国際社会への
重⼤な影響の顕在化と新たな懸念

新型コロナウイルス︓全世界規模のパンデミック
エボラ・マールブルグウイルス︓
新規アウトブレイク発⽣の状態化
Mpox︓中央・⻄アフリカの再興感染症が
世界的な流⾏を起こしうる
クリミア・コンゴ出⾎熱︓渡り⿃・マダニの拡散に
よる発⽣地域の拡⼤

⾼まる感染症危機対応における国内BSL-4機能の重要性

BSL-4施設で対応が必要と想定される重点感染症・病原体

国際的な安全保障環境が急速に変化する現在、新興・再興感染症は国家機能を揺るがす重⼤な脅威となっている。COVID-19 や Mpox の流⾏は、病原体の迅速な解析と
ワクチン・治療法の確⽴が国家の危機管理に不可⽋であることを⽰した。これらの⾼危険度病原体を安全かつ確実に取り扱うためには、BSL-4 施設の存在が必須である。

国内で完結した研究・診断・対策⽴案能⼒を保持することは、⽇本の公衆衛⽣および国家安全保障を国際⽔準へ引き上げ、緊急時の⾃⽴性を確保する上で極めて重要である。



現状、我が国で唯⼀、感染性の特定⼀種病原体を
所持し、安全に取り扱える稼働中の施設

⽇本国内で⼀類感染症患者（疑い患者を含む）の適切な診断に
貢献する＝唯⼀⾏政検査の実施が可能な機関

感染者の⽣命を守るために必要な診断や治療等に係る
感染症危機対策・対応を実施する

⼀種病原体によって引き起こされる⼀類感染症から
国⺠の健康を守るための迅速な危機対応する︓

ファーストレスポンダーの役割を担う

1981年の設置以来40年間、所々の理由により、BSL-3施設としてのみ運⽤をされてきた

令和元年７⽉１⽇の厚⽣労働⼤⾂確認事項を遵守 （抜粋︓村⼭庁舎のBSL-4施設の使⽤は、感染者の
⽣命を守るために必要な診断や治療等に関する業務に特化する）︓原則研究は禁⽌

現在問題なく稼働しているとはいえ、建設後44年が経ち、施設の⽼朽化の懸念

JIHS・国⽴感染症研究所の⾼度安全実験施設（BSL-4）



第⼀世代のグローブボックス（GB）タイプBSL4
3系統の実験室（細胞⽤実験室2室、動物⽤実験室1室）
細胞⽤(診断⽤)実験室は独⽴して保守点検可能
動物⽤実験室はサルとげっ⻭類を⽤いた実験運⽤可能
全ての感染性病原体を⽤いた操作はGB内で⾏う
2名以上での作業 (ツーマンルール︓⾮常時の安全確保・相互監視)

JIHS・国⽴感染症研究所のBSL-4施設の機能について



安全対策や事故・災害対策及び
避難対応の強化、セキュリティ強化
• 定期的な消防訓練
• 定期的な警備訓練
• BSL3/4区画からの避難訓練
• 警備システムの継続的な更新・強化
• 警察当局による重点警備対象

安全なBSL4施設の管理・運営・
教育・訓練体制

• ⾼度封じ込め施設運営委員会
• 村⼭庁舎安全管理検証チーム
• 厚⽣労働省による⽴⼊検査（年2回）
• BSL4曝露対応訓練
• バイオリスク管理講習会
• BSL4業務関係者に対する座学・実技講習
• 業務実施者への健康診断・適正検査の実施

BSL-4施設の
安全・安⼼な

稼働

アウトリーチ活動・地域との交流
• 村⼭庁舎⼀般公開︓平成27年度より開催
• 出前授業︓地元⼩学校６年⽣を対象
• 近隣⾃治会との交流活動
• 近隣学校との交流活動
• 市役所関係との交流活動

地域・市との情報共有および
透明性の確保の継続

安全 安⼼



「いらすとや」（https://www.irasutoya.com/）及びBioRenderを使⽤して作成

BSL-4病原体・感染症に対するファーストレスポンダー機能の整備



特定臨床研究によるエボラ出⾎熱及びラッサ熱の治療体制の整備

エボラ出⾎熱・ラッサ熱の
抗ウイルス薬による治療NCGM

患者内のウイルス量の
経時的なモニタリング等

NIID
BSL-4

抗ウイルス薬の治療効果
病態検査

予後・回復の評価
隔離解除の判断

BSL-4病原体・感染症に対するファーストレスポンダー機能の整備



「いらすとや」（https://www.irasutoya.com/）及びBioRenderを使⽤して作成

ウイルス性出⾎熱に対するMCMの⾮臨床評価体制の構築



JIHS・感染研のBSL-4の今後の取組
国内の特定⼀種病原体病原体に対する危機管理対応体制の維持及びさらなる強化のために、国⽴感染症研究所

と国⽴国際医療研究センターが統合して国⽴健康危機管理研究機構（JIHS）へと移⾏した。
今後は、JIHSのミッションに応じた感染研の⼀類感染症対応機能の更新と継続・発展的運⽤が必要となる。

ＢＳＬ（Bio Safety Level）－４施設について、「国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等に関する基本戦略」（令和５年
４⽉７⽇国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等関係閣僚会議決定）に基づき、有事におけるファーストレスポンダーとして、
迅速で精度の⾼い検査機能及び治療体制を確⽴するとともに、⼈材育成に取り組む。また、「国⽴感染症研究所ＢＳＬ－４施設の今後に関する
検討会報告書」（令和２年 12 ⽉ 11 ⽇）を踏まえ、厚⽣労働省とともに検討を進める。

JIHS中期⽬標

③ BSL（Bio Safety Level）-4 施設の運営体制等
ア BSL-4 施設について、迅速で精度の⾼い検査機能及び治療体制を確⽴、⼈材育成については、ファーストレスポンダー機能の継続的な強

化・維持を推進する。検査対応においては、アカデミア・企業等の共同研究、新規技術の導⼊により、迅速で精度の⾼い検査機能・体制の強
化・維持・継続的な技術更新を実施する。国内のウイルス性出⾎熱に対する治療体制の確⽴に関しては、患者・疑似症例発⽣時の初動対応に
おける検査、病態診断・予後のモニタリングにおける機構内の臨床部⾨との連携体制を構築・実装する。また、有事における緊急承認を想定
した抗ウイルス療法、治療法、予防法、曝露後ワクチン等の培養細胞及び動物モデルを⽤いた前臨床評価体制の整備と実装化を⽬指す。

イ ⼈材育成においては、BSL-4 業務及び管理実施者の確保が喫緊の課題であり、若⼿研究者・技術職⼈材の参画を促進・リクルートするため
の制度の構築、前臨床評価体制の整備事業、施設の管理・運⽤を通して、BSL-4 病原体を含む⾼病原性病原体の取扱い、⾼病原性病原体の動
物実験、病理検査等を⾏う作業者、BSL-4 施設管理を経験する⼈材育成を体系的に実施し、⾼度な技術を有する実践的な⼈材育成を実施する。

ウ 「国⽴感染症研究所 BSL-4 施設の今後に関する検討会報告書」を受けて、当該報告書の記載内容を踏まえ、必要な検討を進める。

JIHS中期計画




